
令和８年度 鶴岡市立荘内病院会計年度任用職員 募集案内 

 

 

◆契約期間   令和８年４月１日～令和９年３月３１日までの期間 

◆受験資格   別添の各職種の応募資格を満たす人で、次のいずれにも該当しない人とします。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなる

までの人 

・日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の 

団体を結成し、またはこれに加入した者 

◆申込期限   令和８年２月１３日（金）までに提出書類を提出先へ郵送または持参してください。 

◆提出書類   ①鶴岡市立荘内病院会計年度任用職員申込書兼経歴書 

②資格を証明する書類の写し（資格を要する職種の場合のみ） 

◆選考     書類審査を一次選考とし、一次選考に合格した方を対象に面接を行います（面接日時は個別 

に連絡）。選考結果は３月中旬頃までにお知らせします。 

◆提出先・   〒997-8515 鶴岡市泉町 4 番 20 号 

問合せ先  荘内病院総務課 ℡0235-26-5111（内線 6322） 

◆申込書の交付 申込書は、鶴岡市立荘内病院総務課で交付します。 

      荘内病院ホームページ「採用情報」からダウンロードすることもできます。 

       ※提出された申込書は返却しませんので、ご了承ください。 

 

 

 職種  ※職種や業務内容の詳細については、募集一覧をご確認ください。 

◆診療部 

臨床検査技師（中央検査科）、管理栄養士（栄養科）、看護師（地域医療連携室）、診療助手（放射線画像 

センター・病理科・中央検査科・薬局・リハビリテーションセンター）、事務員（地域医療連携室） 

◆看護部（外来・入院棟・手術センター・血液浄化センター・救急センター・集中治療センター等） 

看護師・助産師・准看護師・保育士・看護助手 

◆事務部 

看護師（医事課）、保健師（医事課）、図書司書（総務課）、技術員（管理課）、事務員（総務課・管理課・ 

医事課） 

◆医療安全管理部 

事務員（医療安全管理室） 

◆看護専門学校 

事務員（荘内看護専門学校） 

 

 

 会計年度任用職員制度の概要  

◆一会計年度内の任期で任用されます。ただし、従前の勤務評価に基づき再度任用される場合があります。 

◆身分は一般職の地方公務員（非常勤職員）となり、地方公務員法に定める服務規律が適用されます。任用後

1 か月間は条件付採用期間となります。 

◆勤務条件により健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。 

 



 報酬  

◆類似する職務の常勤職員の給料表をもとに、職種ごとに定めます。 

◆報酬の支給方法は、週当たりの勤務時間が一定の職は月額報酬、勤務時間が一定でない職は日額または 

時給報酬となります。 

 

 

 期末手当  

◆期末手当は、任用期間が 6 ヶ月以上で、かつ、勤務時間が週 15 時間 30 分以上の場合に支給します。 

◆支給月数は年間 1.475 月（昨年度実績）で、6 月と 12 月に支給します。ただし、初回支給分については、 

任用期間に応じ期間率の割り落としがあります。 

 

 

 勤勉手当  

◆勤勉手当は、任用期間が 6 ヶ月以上で、かつ、勤務時間が週 15 時間 30 分以上の場合に支給します。 

◆支給月数は年間 0.975 月（昨年度実績）で、6 月と 12 月に支給します。ただし、勤務期間に応じ期間率の

割り落としがあります。 

 

 

 費用弁償（交通費）  

◆片道の通勤距離に応じて支給します。 

週 5 日勤務、自動車通勤した場合、下記のとおりとなります。（上限 55,000 円） 

2 ㎞～ 6 ㎞～ 10 ㎞～ 15 ㎞～ 

2,900 円 

+ｶﾞｿﾘﾝ代相当額 

3,500 円 

+ｶﾞｿﾘﾝ代相当額 

4,300 円 

+ｶﾞｿﾘﾝ代相当額 

5,400 円 

+ｶﾞｿﾘﾝ代相当額 

 

 

 休暇  

◆勤務条件に応じて、年次有給休暇と特別休暇（有給と無給）が付与されます。 


